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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第61期

第２四半期累計期間
第62期

第２四半期累計期間
第61期

会計期間
自　平成25年10月１日
至　平成26年３月31日

自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日

自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日

売上高 (千円) 7,986,690 8,150,819 15,630,161

経常利益 (千円) 189,760 32,701 301,179

四半期(当期)純利益 (千円) 103,578 125 202,389

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 814,340 814,340 814,340

発行済株式総数 (千株) 5,098 5,098 5,098

純資産額 (千円) 9,585,728 9,638,826 9,701,743

総資産額 (千円) 12,369,370 12,819,118 12,458,909

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 20.41 0.02 39.89

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 20.00

自己資本比率 (％) 77.5 75.2 77.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,403,991 △3,109,131 441,136

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △102,271 △90,538 1,149

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 98,806 498,492 △102,153

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,156,464 206,924 2,906,568
 

 

回次
第61期

第２四半期会計期間
第62期

第２四半期会計期間

会計期間
自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日

自　平成27年１月１日
至　平成27年３月31日

１株当たり四半期純損失
金額(△)

(円) △16.23 △25.25

 

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては、記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社大森屋(E00495)

四半期報告書

 3/18



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策および日銀の追加金融緩和政策による円安と株

価上昇により企業業績や雇用情勢に改善がみられる一方、消費税引き上げによる個人消費の低迷や物価上昇懸念に

より景気の先行きは依然として不透明なまま推移いたしました。　

当社を取り巻く市場環境も、消費者の生活防衛意識の高まりから、節約志向、低価格志向が恒常化しており、製

品販売価格は低迷が続いております。また、当社の主要原材料である原料海苔は、平成25年度の収穫期における不

作の影響により仕入価格が高騰いたしましたが、平成26年度も漁期開始当初から品薄感により仕入価格は更に高騰

し、原料高販売安という大変厳しい環境に直面いたしました。

このような状況のもと、当社では消費者のニーズに合った製品の強化に努めるとともに、コスト削減による競争

力の強化に努めてまいりました。

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は8,150百万円（前年同期比2.1％増）となりました。利益面におきま

しては、原料海苔の高騰によるコスト髙を吸収できず、営業利益は25百万円（前年同期比85.8％減）、経常利益は

32百万円（前年同期比82.8％減）、四半期純利益は０百万円（前年同期比99.9％減）と大幅な減益となりまし

た。　

以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。

家庭用海苔につきましては、低価格帯の味付のり製品や焼のり製品の強化を図り、積極的な販売施策を推し進め

た結果、売上高は3,304百万円（前年同期比5.7％増）となりました。進物品につきましては、ギフト市場の低迷が

続いており、売上高は861百万円（前年同期比11.5％減）となりました。ふりかけ等につきましては、主力品の「緑

黄野菜ふりかけ」や前期に発売開始した「漁師めしの素」が好調に推移し、売上高は1,626百万円（前年同期比

0.5％増）となりました。業務用海苔につきましては、既存取引先での販売が好調に推移したことにより、売上高は

2,344百万円（前年同期比4.0％増）となりました。　

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて2,699百万円

減少し、206百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果使用した資金は3,109百万円（前年同四半期比1,705百万円増)となりました。これは主に税引前四

半期純利益31百万円（前年同四半期比156百万円減）、減価償却費58百万円（前年同四半期比１百万円減）の収入が

あったものの、たな卸資産の増加額2,775百万円（前年同四半期比1,421百万円増）、その他の資産・負債の増加

額　　　293百万円（前年同四半期比204百万円増）、役員退職慰労引当金の減少額197百万円（前年同四半期比195

百万円増）、法人税等の支払額104百万円（前年同四半期比４百万円増）の支出があったことによるものでありま

す。

　なお、当社の主要原材料である海苔は、おおよそ11月から翌年３月にかけて収穫され、この期間に翌１年分の原

料海苔を仕入れるため、第２四半期会計期間末ではたな卸資産が増加いたします。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は90百万円（前年同四半期比11百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の

取得による支出85百万円（前年同四半期比１百万円増）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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財務活動の結果得られた資金は498百万円（前年同四半期比399百万円増)となりました。これは主に短期借入によ

る収入600百万円（前年同四半期比400百万円増）および配当金の支払額100百万円（前年同四半期比０百万円減）に

よるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、20百万円であります。

　なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 11,561,360

計 11,561,360
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年５月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,098,096 5,098,096
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数
1,000株

計 5,098,096 5,098,096 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年１月１日～
平成27年３月31日

－ 5,098,096 － 814,340 － 1,043,871
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(6) 【大株主の状況】

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

大森屋共栄持株会 大阪市福島区野田４丁目３番34号 478 9.38

楠瀬　好房 兵庫県芦屋市 413 8.11

稲野　龍平 兵庫県西宮市 302 5.94

稲野　達郎 兵庫県西宮市 302 5.93

稲野　惠子 兵庫県西宮市 203 4.00

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 140 2.75

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 140 2.75

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 140 2.75

稲野　貴之 兵庫県芦屋市 132 2.59

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 119 2.33

計 ― 2,372 46.53
 

(注) １　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

　　　　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社　119千株

２　大森屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係のある業者で組織されております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個)  内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 25,000
 

－ 単元株式数1,000 株

完全議決権株式(その他)
 

普通株式5,040,000
 

 

5,040 同上

単元未満株式
 

普通株式 33,096
 

 

－ －

発行済株式総数 5,098,096 － －

総株主の議決権 － 5,040 －
 

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式350株が含まれております。
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② 【自己株式等】

  平成27年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社大森屋
大阪市福島区野田
４丁目３番34号

25,000 ― 25,000 0.49

計 － 25,000 ― 25,000 0.49
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成27年１月１日から平成27年

３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成26年10月１日から平成27年３月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に

重要性が乏しいため、連結財務諸表を作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　　資産基準           0.34％

　　売上高基準         0.07％

　　利益基準        △22.73％

　　利益剰余金基準   △0.93％

　（注）利益基準は、一時的な要因で高くなっております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年９月30日)
当第２四半期会計期間
(平成27年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,306,568 606,924

  受取手形及び売掛金 2,605,711 2,641,959

  製品 614,565 605,577

  仕掛品 73,981 81,037

  原材料及び貯蔵品 2,926,768 5,703,954

  その他 53,888 359,694

  流動資産合計 9,581,484 9,999,149

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 2,129,371 2,146,726

    減価償却累計額 △1,676,975 △1,692,842

    建物（純額） 452,396 453,883

   土地 1,509,111 1,509,111

   その他 2,104,684 2,127,715

    減価償却累計額 △1,812,069 △1,841,510

    その他（純額） 292,615 286,205

   有形固定資産合計 2,254,123 2,249,200

  無形固定資産 19,563 18,006

  投資その他の資産   

   投資有価証券 322,536 365,834

   関係会社出資金 54,380 54,380

   会員権 24,720 24,720

   その他 213,100 118,827

   貸倒引当金 △11,000 △11,000

   投資その他の資産合計 603,738 552,762

  固定資産合計 2,877,425 2,819,969

 資産合計 12,458,909 12,819,118

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 757,200 939,484

  電子記録債務 146,163 147,121

  短期借入金 － 600,000

  未払法人税等 110,000 13,000

  賞与引当金 86,442 80,641

  その他 943,113 899,362

  流動負債合計 2,042,919 2,679,609

 固定負債   

  退職給付引当金 307,722 291,380

  役員退職慰労引当金 404,658 207,487

  その他 1,866 1,814

  固定負債合計 714,246 500,682

 負債合計 2,757,166 3,180,292
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年９月30日)
当第２四半期会計期間
(平成27年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 814,340 814,340

  資本剰余金 1,043,871 1,043,871

  利益剰余金 7,781,709 7,688,426

  自己株式 △23,733 △24,670

  株主資本合計 9,616,187 9,521,967

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 85,555 116,859

  評価・換算差額等合計 85,555 116,859

 純資産合計 9,701,743 9,638,826

負債純資産合計 12,458,909 12,819,118
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 7,986,690 8,150,819

売上原価 5,102,636 5,428,565

売上総利益 2,884,054 2,722,253

販売費及び一般管理費 ※  2,701,522 ※  2,696,280

営業利益 182,532 25,972

営業外収益   

 受取利息 188 214

 受取配当金 2,610 2,946

 為替差益 1,832 1,619

 助成金収入 1,148 823

 雑収入 1,526 1,301

 営業外収益合計 7,305 6,905

営業外費用   

 支払利息 65 144

 雑損失 11 31

 営業外費用合計 77 176

経常利益 189,760 32,701

特別損失   

 固定資産除却損 1,494 1,402

 固定資産売却損 － 26

 特別損失合計 1,494 1,429

税引前四半期純利益 188,266 31,272

法人税、住民税及び事業税 71,954 8,567

法人税等調整額 12,733 22,579

法人税等合計 84,687 31,146

四半期純利益 103,578 125
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 188,266 31,272

 減価償却費 59,978 58,057

 固定資産除却損 1,494 1,402

 固定資産売却損益（△は益） - 26

 受取利息及び受取配当金 △2,798 △3,161

 支払利息 65 144

 為替差損益（△は益） △1,661 △1,533

 賞与引当金の増減額（△は減少） △6,039 △5,801

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,495 △197,170

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,681 △3,876

 売上債権の増減額（△は増加） △101,485 △36,248

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,353,718 △2,775,254

 仕入債務の増減額（△は減少） 8,991 217,866

 その他の資産・負債の増減額 △89,105 △293,450

 小計 △1,307,190 △3,007,726

 利息及び配当金の受取額 2,856 3,211

 利息の支払額 △36 △348

 預り敷金及び保証金の受入による収入 92 98

 預り敷金及び保証金の返還による支出 △96 △150

 法人税等の支払額 △99,615 △104,216

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,403,991 △3,109,131

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △83,787 △85,698

 有形固定資産の売却による収入 - 306

 無形固定資産の取得による支出 △14,795 △417

 投資有価証券の取得による支出 △3,130 △3,173

 その他 △558 △1,555

 投資活動によるキャッシュ・フロー △102,271 △90,538

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 200,000 600,000

 自己株式の取得による支出 △541 △936

 配当金の支払額 △100,652 △100,571

 財務活動によるキャッシュ・フロー 98,806 498,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,661 1,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,405,795 △2,699,643

現金及び現金同等物の期首残高 2,562,259 2,906,568

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,156,464 ※  206,924
 

EDINET提出書類

株式会社大森屋(E00495)

四半期報告書

13/18



【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年10月１日　至 平成27年３月31日)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に

近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重

平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が12,465千円減少し、利益剰余金が8,065千円増加

しております。また、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。

 
 

　

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は従来の35.3％から平成27年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、平成

28年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が2,700千円減少し、法人税

等調整額が8,043千円増加しております。

 
 

(四半期損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

販売促進費 1,869,220千円  販売促進費 1,892,985千円

給料手当 265,843千円  給料手当 253,163千円

賞与引当金繰入額 56,654千円  賞与引当金繰入額 54,012千円

退職給付費用 12,716千円  退職給付費用 11,771千円

運賃 176,216千円  運賃 186,296千円
 

 
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第２四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定 1,556,464千円  現金及び預金勘定 606,924千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△400,000千円  
預入期間が３か月を超える
定期預金

△400,000千円

現金及び現金同等物 1,156,464千円  現金及び現金同等物 206,924千円
 

 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31日)
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配当に関する事項

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年12月19日
定時株主総会

普通株式 101,497 20.00 平成25年９月30日 平成25年12月20日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年３月31日)

配当に関する事項

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月19日
定時株主総会

普通株式 101,474 20.00 平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務を営んでおりますが、その他の事業の重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間

(自　平成25年10月１日
至　平成26年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年10月１日
至　平成27年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 20.41 0.02

    (算定上の基礎)   

四半期純利益(千円) 103,578 125

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 103,578 125

期中平均株式数(株) 5,074,583 5,073,139
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年５月13日

株式会社大森屋

取締役会　御中

ひびき監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   堀　　亮三   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    坂東　和宏    印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大森屋

の平成26年10月１日から平成27年９月30日までの第62期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年１月１日から平成27

年３月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年10月１日から平成27年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大森屋の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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